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(非公式訳) 

投資委員会事務局布告 

第 Por9/2561 号 

件名：電子システム（RMTS 2011)による原材料および必要資材の通関許可、銀行保証、スト

ックカットの手続き 

投資事務局は、原材料および必要資材の通関許可、銀行保証、ストックカットをより便利

に、迅速に、効率的に行うため、またグッドガバナンスの原則に基づき関連政府機関内で情

報を統合するため、原材料および必要資材に関する電子恩典システム(RMTS2011)を開発し

た。  

仏暦 2520 年(1977)投資奨励法第 11 条、第 13 条、第 13/1条、第 30 条および第 36 

条に基づき、仏暦 2558年（西暦 2015年）4月 1日付の投資委員会布告第 Por4/2558 号、件

名：電子システム（RMTS 2011)による原材料および必要資材の通関許可、銀行保証、ストッ

クカット手続きを無効とし、本布告を採用する。 

第1項 本布告では  

「事務局」とは投資委員会事務局を意味する。 

「委任された機関」とは投資委員会事務局に委任され、事務局の監督下で原材料

の通関許可、銀行保証、ストックカットを行う機関を意味する。 

「原材料」とは原材料および必要資材を意味する。  

第2項 原材料の輸入関税免除・減免の恩典を利用する被奨励者は受託機関の電子システ

ムを通じて原材料の通関許可、銀行保証およびストックカットを認可申請するこ

と。 

第3項 電子システムを通じて原材料の通関許可、銀行保証およびストックカットの認可

申請をする被奨励者には電子取引法が適用され、以下の項目に従わなければなら

ない。 

(1) 被奨励者は事務局の条件に基づき電子取引を行うことに合意する事。  

(2) 被奨励者は事務局もしくは受託機関で行われる電子システムの恩典使用方法

に関する研修を受ける事。  

(3) 研修受講後、認可申請するためのユーザーパスワードを取得する。認可申請

者はユーザーパスワードを使って原材料の通関許可、銀行保証、ストックカット

認可申請の電子システムにアクセスする事。 

 第 4項 原材料の通関許可および銀行保証の認可申請  

(1) 被奨励者は原材料の輸入関税免除・減免のための通関許可、輸入関税の銀行

保証を電子システムを通じて認可申請すること。  

(2) 認可された場合、被奨励者には通関許可、銀行保証およびストックカットの

電子システム(RMTS2011)を通じて結果が通知される。関税局には National 

Single Windowsシステムを通じて通知されるが、関税局には書面では通知さ

れない。 
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(3) 事務局は 3時間以内に認可審査を完了する。 

(4) 電子システムでは被奨励者が認可申請した原材料を全項目認可するが、後

日、恩典対象ではない原材料であると認められた場合、事務局は輸入日時点

における原材料の状態、価格および税率に基づき恩典を取り下げる。 

 第 5項 原材料のストックカット申請 

（1） 被奨励者は、製品として輸出する原材料のストックカット認可申請書を以

下のデータを用いて電子システムを通じて提出すること。 

（1.1） 輸出申告書のデータを使った原材料のストックカット  

（ア） 製品名を ENGLISH DESCRIPTION OF GOODSの欄に記入し、モデル名を

PRODUCT CODEの欄に記入する。あるいは、製品名、モデル名の順で両方を

ENGLISH DESCRIPTION OF GOODS の欄に記入し、PRODUCT CODEの欄には何も記入

しない。なお、輸出申告書、インボイスおよび事務局から認可された生産フォ

ミュラーに記載した内容と一致していなければならない。  

(イ) ベンダーに権限委譲する場合、輸出者はモデル名と製品名を明記するとと

もに、権限委譲された者の納税者番号 13桁を明記する事。 

(1.2) 国内調達先より仕入れた原材料のベンダーレポート（REPORT V)のデータ

を使って原材料のストックカットを行う場合は、RMTS2011データベースからの

データを使用すること。  

(1.3) 貿易業者を介して輸出する場合、原材料のストックカットに関して、被

奨励者は情報を貿易業者に伝え、以下の項目に沿って輸出申告書に明記させ

る。 

（ア）BOIの恩典使用を選択し、権限委譲された被奨励者の納税者番号 13桁を

明記する。 

（イ）輸出品目を 1ベンダーにつき 1品目明記する。 

（ウ）輸出商品名を権限委譲された者の製品名として明記する。 

（2）事務局は審査し、結果は原材料の通関許可、銀行保証、ストックカットの

電子システム（RMTS2011）を通じて 3日以内に被奨励者に通知する。 

 

仏暦 2561年（2018年）9月 3日公布 

 

         ドゥアンチャイ・アサワジンタジット 

投資委員会事務局長 


